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にいがたＮＰＯ基金 規約 

 

第一章 総則 

第１条（目的） 

この基金は、個人、企業、団体等から多様な寄付を募り、新潟県内の民間非営利組織の目的

を達成するための助成等の支援を行うことにより、地域社会をより豊かにする新しい資金の流

れを創り出すことを目的とする。 

第２条（名称） 

この基金は、にいがたＮＰＯ基金と称する。 

第３条（事業） 

この基金は、第１条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）個人、企業、団体等から寄付金品等を募るための寄付プログラムの開発と普及 

（２）個人、企業、団体等からの寄付金品等をもとにした、新潟県内の民間非営利組織の運営

または事業に関わる助成 

（３）前号の助成の対象となる団体等に対する技術的支援 

（４）寄付に関する調査研究と政策提言 

（５）第１条の目的を達成するために必要な事業 

第４条（事務局） 

この基金は、特定非営利活動法人くびき野ＮＰＯサポートセンター（以下 くびき野ＮＰＯ

サポートセンター）に事務局を置く。 

 

 

第二章 運営委員会 

第５条（設置と目的） 

くびき野ＮＰＯサポートセンターは、にいがたＮＰＯ基金の運営について、透明性を確保し、

円滑かつ公正な運用を確保することを目的として、にいがたＮＰＯ基金運営委員会（以下 運

営委員会）を設置する。 

第６条（委員） 

 この運営委員会に、５名以上１５名以内の委員を置く。 

２、委員のうち、１名を委員長とし、必要に応じて副委員長を置く。 

３、委員長は互選により定め、副委員長は委員長の選任とする。 

第７条（構成） 

運営委員会は、にいがたＮＰＯ基金の目的及び運営委員会の趣旨に賛同する者を委員として

構成する。 

２、運営委員として、前項で定める者の他に、学識経験者、有識者等を加えることができる。 

３、必要に応じて、運営委員会に幹事会を置くことができる。幹事会の運営に必要な事項につ

いては、運営委員会にて協議の上定める。 

第８条（委員の選任） 
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 委員の選任は、くびき野ＮＰＯサポートセンター理事会が行う。 

２、委員の選任においては、委員の地域性も考慮する。 

第９条（委員の任期） 

 委員の任期は、２年とする。また、再任を妨げない。 

２、補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３、委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。 

第１０条（委員の解任） 

委員が次の各号の一に該当する場合は、くびき野ＮＰＯサポートセンター理事会での判断を

持って解任することができる。この場合、その委員に対し、くびき野ＮＰＯサポートセンター

理事会での判断の前に弁明の機会を与えなければならない。 

（１） 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。 

（２） 職務上の義務違反その他、委員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 

第１１条（委員の報酬） 

委員には、報酬を支給しない。 

２、委員には費用を弁償することができる。 

 

 

第三章 会議 

第１２条（開催） 

運営委員会は、毎年１回以上、これを開催することとする。 

２ 会議は運営委員長が招集する。 

第１３条（機能） 

 運営委員会は、以下の各号について、協議を行う。 

（１）にいがたＮＰＯ基金の事業運営に関すること。 

（２）にいがたＮＰＯ基金の会計管理に関すること。 

（３）にいがたＮＰＯ基金が助成を行う際、選考会をもって審査及び選考に関すること。 

（４）助成の対象先団体の進捗状況の把握と管理に関すること。 

（５）その他、運営委員会が必要と認めること。 

（６）その他、くびき野ＮＰＯサポートセンター理事会が必要と定めること。 

第１４条（議長） 

運営委員会の議長は、委員長とする。 

第１５条（定足数） 

 会議は、構成員の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

第１６条（議決） 

会議の議事は、この規程で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、

同数のときは、議長の決するところによる。 

第１７条（書面表決等） 
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やむをえない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、

書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任すること

ができる。 

２、前項の場合において、書面又は電磁的方法による表決者又は表決の委任者は、会議に出席

したものとみなす。 

第１８条（議事録） 

会議を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１） 会議の日時及び場所 

（２） 構成員の現在数 

（３） 会議に出席した構成員及び書面による表決者並びに表決の委任者の数又は氏名 

（４） 議決事項 

（５） 議事の経緯 

 

 

第四章 助成の審査及び選考 

第１９条（選考会の設置） 

助成プログラムごとに選考会を設置する。 

２ 各選考会の委員は、運営委員のうちから、運営委員長が選考会ごとに選任する。 

３ 各選考会の委員の定数は３名以上と７名以内とする。 

４ 運営委員長は、各選考会の委員の選任に際して、選考会毎に次に掲げる者を外部委員とし

て委嘱し、選任することができる。ただし、その数は運営委員の半数を超えることはできない。 

（１）オーダーメイド型助成プログラムの寄付者 

（２）運営委員長が地域性やテーマの特異性から必要であると認めた者 

第２０条（選考会の議長） 

選考会毎に、議事を運営する選考会の議長を置く。 

２ 選考会の議長は、運営委員長が選任する。 

第２１条（選考会の会議） 

各選考会は、必要に応じて運営委員長が招集する。 

２ 各選考会は、選考会毎に選任された委員の過半数の出席をもって成立する。 

３ 会議の議事は出席した委員（外部委員含む）の過半数で決し、可否同数の場合は、選考会

の議長の決するところによる。 

４ 選考会の議長は、必要と認めるときは、各選考会に委員以外の出席者を求め、説明を聴く

ことができる。 

５ 各選考会は、緊急を要する場合等において、委員は書面又は電磁的方法によって表決し、

助成プログラムの対象先を選定することができる。 

第２２条（委員の除斥） 

委員（外部委員含む）は、助成プログラムの対象先を選定することに関し、自己（自己が役

職員等である団体）又は３親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。 
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２ その利害の関係から議事に加わることができない委員が発生した場合の会議の議事は、そ

の委員を除く委員の過半数の同意を条件として決する。 

第２３条（守秘義務） 

委員（外部委員含む）は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の職を退い

た後も同様とする。 

 

 

第五章 会計 

第２４条（管理） 

にいがたＮＰＯ基金の会計においては、くびき野ＮＰＯサポートセンターの事業として予算

及び会計に関する帳簿及び伝票を備え、所要の事項を整然且つ明瞭に記録し、必要に応じてこ

れを公開する。 

 

 

第六章 解散及び規程の変更 

第２５条（解散） 

この運営委員会は、くびき野ＮＰＯサポートセンター理事会において理事総数の３分の２以

上の同意を得て、解散することができる。 

第２６条（変更） 

この規程は、運営委員会において出席委員（委任含む）の３分の２以上の同意を得て、くび

き野ＮＰＯサポートセンター理事会の議決によって変更することができる。 

 

 

第七章 雑則 

第２７条（書類の備え付け） 

この基金及び選考等にかかる書類は、事務局に備え付ける。 

第２８条（雑則） 

本規定に定めなきことは、運営委員会で別に定める。 
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附 則 

１．この規程は、２０１２年４月１日より施行する。 

２．この基金の設立当初の委員は、次に掲げる者とする。 

委員  中村 昇          委員  齋藤 敏明 

委員  樺沢 敦          委員  内山 勇人 

委員  高橋 正秀         委員  長嶋 信司 

委員  西條 和佳子        委員  鈴木 歩 

委員  秋山 三枝子        委員  大島 誠 

委員  小林 淳          委員  渡邉 信子 

委員  稲垣 文彦          

３．この基金の設立当初の委員の任期は、２０１２年４月１日から２０１４年３月３１日まで

とする。 


